
北秋田市民間企業等受入型地域おこし協力隊　募集概要 

 

｢外国語ガイドに関する活動に従事する北秋田市民間企業等受入型地域おこし協力隊」 

 

北秋田市は、豊かな自然環境と伝統的な狩猟文化であるマタギ文化を有しており、これら地域

資源を活用した交流人口の拡大及び地域経済の活性化を推進しております。 

しかしながら、森吉山や秋田内陸縦貫鉄道等を訪れるインバウンドは年々増加していますが、

市内周遊の PR や体験型商品の外国語ガイドサポートがないことが課題となっております。 

このため、外国語対応ができる意欲ある人材を受け入れ、体験型商品開発の造成支援や外国語

による情報発信、外国語対応によるメディアとの連携強化を図るとともに、将来的な定住・定着

を見据えた活動を推進するため、「地域おこし協力隊（インバウンドコーディネーター）」を募集

するものです。 

※ 募集に関する詳細については、「外国語ガイドに関する活動に従事する北秋田市民間企業等受

入型地域おこし協力隊募集要項」でご確認ください。 

 

１．募集人員 

　　募集人員は１人とし、性別は問わない。 

 

２．応募資格 

概ね 20歳以上の方（令和８年４月１日現在）で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条に規定する欠格事項に該当しない者 

（２） 応募時点で三大都市圏の都市地域又は地方都市等（総務省が定める条件不利地域を除く。）

に居住し、隊員に任用された後、本市へ生活の拠点を移し、住民基本台帳法（昭和 42年法

律第 81 号）に基づく本市の住民基本台帳に登録を受ける事が可能である者（委嘱される前

に既に本市に定住又は定着している者を除く。なお、「地域おこし協力隊員」であった者（同

一地域における活動２年以上、かつ解嘱１年以内）で、３大都市圏外の全ての市町村及び

３大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者、または JET プ

ログラム参加者として２年以上活躍し、かつ、JET プログラムを終了した日から１年以内の

者は含む 

（３）誠実に職務を遂行できると認められる者 

（４）地域活性化に意欲と熱意を有し、積極的に活動することができると認められる者 

（５）道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 84 条第３項に規定する普通自動車免許を有し

ている者 

（６）パソコンの一般的な操作ができ、インターネット、SNS 等の活用ができる者 

　（７）募集期間の始期の属する年度の４月１日現在において、概ね 20 歳以上の者 

(８) 日本語及び英語でのコミュニケーションが可能な方（電話・メール対応を含む。）英語で 

　のプレゼンテーションや海外取引先との折衝経験がある方であれば、なお、望ましい。 

 

３．活動内容 



　　　活動内容は次のとおりです。 

（１）外国語対応やメディア等との連携強化 

ア　欧米豪を中心とした海外旅行会社・OTA との商談 

イ　外国語による情報発信、行程作成 

（２）体験型商品の造成支援 

ア　地域の自然資源等を活用した体験型商品の企画・開発に係る言語サポート 

イ　市内関係団体との連携による外国語ガイドサポート 

ウ　外国語ガイドとしてのスキル習得並びに外国語ガイドのネットワークづくり 

（３）北秋田市又は受入企業が主催する観光事業への参加及び協力に関する業務 

（４）隊員自らが北秋田市への定住に向けて行う活動に関する業務 

 

４．活動条件等 

《勤務地》 

隊員の勤務地は北秋田市松葉町３番１号です。ただし、他の施設等において活動を行う場合

は、受入企業と協議の上、決定するものとする。 

《任期》 

　　委嘱状交付から１年間とします。 

　　ただし、１年ごとに更新し最長３年まで延長することができます。 

《雇用形態》 

受入企業が社員として雇用します。 

※市と隊員の間には雇用関係はありません。 

《雇用期間》 

雇用期間は、委嘱期間と同様に、１年ごとに更新し最長３年まで延長することができます。 

・活動日は、勤務表による週休２日制を基本とします。 

・勤務時間は、午前８時 30 分から午後５時 15分まで（休憩 60 分含む。）とします。 

・休日は年末年始（12月 29 日から１月３日まで）です。ただし、活動内容によって休日勤務

もあります。この場合は振替対応とします。 

《賃金》 

月額 205,000 円（時間外勤務手当、休日勤務手当その他の手当はありません。） 

　　・期末手当の支給があります。 

・通勤手当は、受入企業の就業規則その他の規定に基づき、当該企業において支給するもの

とする。 

・社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していただきます。 

　　・活動経費等 住居は受入企業が指定した住居とし、家賃は受入企業が負担します。 

　　　※引越しや生活必需品、光熱費などの経費は各自の負担となります。 

　　・活動に必要な車両、パソコン等の事務機器は受入企業が貸与します。 

　　・その他活動に必要な経費は、予算の範囲で受入企業が負担します。 

　　・活動に関連し出張する場合の旅費は、予算の範囲で受入企業が支給します。 

《その他》 



生活や通勤の手段として自家用車は必要不可欠です。自家用車等の持込みをお勧めします。 

 

５．応募手続き 

(１)　募集期間 

　　令和８年６月１日（月）から６月 30 日（火）まで。 

※募集期間内に任用者を決定することができない場合は募集期間を延長する場合があります。 

 

　(２)　提出書類 

①　外国語ガイドに関する活動に従事する北秋田市民間企業等受入型地域おこし協力隊応募。 

②　履歴書　様式は任意。６ヶ月以内に撮影したカラーの顔写真を貼付してください。 

　　　　応募方法は、応募書類を郵送またはＥメールで提出することとします。ただし、郵送の

場合は募集期間内の消印を有効とし、Ｅメールの場合は発信日が募集期間内のものを有

効とします。 

 

　郵送先　　〒018-3312秋田県北秋田市花園町15番１号 

　北秋田市観光文化スポーツ部観光課森吉山推進室 

 

　　　Ｅメール送信先：moriyoshi@city.kitaakita.akita.jp 

メールタイトルを「北秋田市民間企業受入型地域おこし協力隊の応募について」と題

し、応募書類及び履歴書に貼り付けた写真がカラーで確認できるデータを添付し送信し

てください。 

 

※ 応募書類は返却いたしません。提出された個人情報は、本応募のみに使用し、その他の用途に

は使用しません。 

 

６．選考 

（１）１次選考 

　　　書類審査により１次選考を行い、選考結果は、応募者全員に対し文書で通知します。 

 

　（２）２次選考 

　　　１次選考合格者を対象に２次選考（面接）を行います。 

　　　日時、場所等の詳細については、協議の上、決定します。 

　　　　※２次選考会場までの交通費等は応募者の負担となります。 

　　　　　選考結果は、速やかに参加者全員に対し文書で通知します。 

　　　※選考に当たり必要があると認める場合は、応募者の同意を得た上で、前職の 

勤務先等に対し、職務経歴等の確認を行うことがあります。 

 

（３）協力隊員の決定 

　　２次選考の合格者と活動開始日等を協議の上、決定します。 



 

７．その他 

　(１)　隊員の取扱 

①　市は「北秋田市民間企業等受入型地域おこし協力隊」として委嘱します。 

　　②　受入企業は、隊員と雇用契約を締結します。 

　(２)　市と受入企業の関係性 

　　①　市と受入企業は、委託契約を締結します。 

　　②　市は、１隊員あたり 金 5,500,000 円／年（消費税及び地方消費税を含む）を上限とし、

受入企業へ財政支援（委託費）します。 

　　③　財政支援額は、国の「地域おこし協力隊推進要綱」の地方財政措置額を財源に支援する

ものであり、国の同要綱の改正が行われた場合は、財政支援額に変更が生じることがあ

ります。 

　（３）受入企業（一般社団法人北秋田まちづくり観光協会）について 

一般社団法人北秋田まちづくり観光協会は、北秋田市の自然、景観、文化・歴史の観光

資源活用のほか、観光物産の開発・宣伝を行うなど、観光と物産事業の振興を図ることに

より、北秋田市の魅力を高め国内外の人々との交流を促進し、もって地域経済の活性化と

地域文化の振興に努めることを目的に主として下記の事業を行う団体です。 

 

　　　事業イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．お問い合わせ 

　北秋田市役所 観光文化スポーツ部 観光課森吉山推進室（地域おこし協力隊担当　宛て） 

　住所：〒018-3312　秋田県北秋田市花園町 15 番１号 

　ＴＥＬ：0186-84-8105　　ＦＡＸ：0186-62-5551 

　E-mail：moriyoshi@city.kitaakita.akita.jp


